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第１章 計画の策定にあたって  

 

１ 計画策定の趣旨 

全国の自殺者数は、平成 10年に年間の自殺者が３万人を超えて以降、高い水準が続いて

いましたが、増え続ける自殺者数に対して、「誰も自殺に追い込まれることのない社会」の

実現に向けて平成 18年 10月に自殺対策基本法が制定されました。平成 28年４月にはその

一部改正法により、地域の実情に即した自殺対策のさらなる取組みの推進が明記されると

ともに、都道府県と市町村に自殺対策計画の策定が義務付けられました。 

 富山県においては、自殺者数は平成 15年の 356人をピークに概ね減少傾向となり、平成

18 年からは年間 200 人台で推移してきましたが、平成 28 年には平成 15 年と比較して約５

割減少し、昭和 56年以来、35年ぶりに 200人を下回りました。 

 しかしながら、全国では毎年２万人を超える方の命が自殺によって失われており、楽観で

きる状況ではありません。自殺は、その多くが追い込まれた末の死です。自殺の背景には、

精神保健上の問題だけでなく、過労、生活困窮、育児や介護疲れ、いじめや孤立などの様々

な社会的要因があることが知られており、自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こ

り得る危機」です。 

 そのため、自殺は防ぐことのできる社会的な問題であるという基本認識のもと、地方自治

体は保健、医療、福祉、教育、労働その他の関連施策との調整を図り、「生きることの包括

的な支援」として取り組むことが求められており、自殺を身近な問題として住民に周知し、

悩みを抱えた人が孤立せず、相談につながることができる支援体制の構築に取り組む必要

があります。 

 また、社会環境の複雑化や価値観が多様化するなかでは、日々ストレスを抱えやすく、心

の健康を保つことは非常に重要です。ストレスにうまく対処し、心の病気を正しく理解する

ことが心の不調を早期に発見でき、重症化を防ぐことにつながります。そのためには、自分

自身や身近な人の心の不調に早めに気付き、対処できるよう啓発普及するとともに身近な

地域における気付き・見守りの体制を構築する必要があります。 

 このような状況のなか、本市においても、地域の実情に即した自殺対策の取組みを推進し、

「誰も自殺に追い込まれることのない滑川市」の実現に向けて「滑川市自殺対策計画」を策

定するものです。 

 

２ 計画の位置付け 

 本計画は、平成 28 年４月に改正された自殺対策基本法第 13 条第２項に基づく市町村自

殺対策計画として、平成 29年に見直された国の「自殺総合対策大綱」（平成 29年７月 25日

閣議決定）及び平成 30年４月に策定された県の「自殺対策計画」を指針としながら、「滑川

市総合計画」を上位計画とし、「滑川市地域福祉計画」、「なめりかわヘルスアップ推進計画」

等、福祉・保健の分野別計画と整合を図り、本市における自殺対策の総合的な計画としての

目標、施策などを示しています。 
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３ 目標及び計画期間 

 国は自殺総合対策大綱を踏まえ、2026年における自殺者数（自殺死亡率）（※）を平成 29

年（2017年）の人口 10万人あたり 16.4人から先進諸国同様水準の 13.0人以下まで減少さ

せることを目標としています。 

 本市においては、計画期間を 2019 年度から 2026 年度までの８年間とし、本計画を効率

的・効果的に推進することで、計画最終年（2026 年）には概ね同程度の減少率と見込んで

「９．０以下」を目指します。 

滑川市、国及び富山県の数値目標値             

                         平成29年(2017) 
（現状値） 

2026年 
（目標値） 

自 

殺 

死 

亡 

率 

滑 川 市 １２．３ ９．０以下 

全   国 １６．４ １３．０以下 

富 山 県 １７．９ １４．４以下 

滑川市自殺者数 ４ ３以下 

（自殺死亡率、自殺者数は厚生労働省「人口動態統計」による） 

※人口 10万人当たりの自殺者数（自殺死亡率）･･･自殺者数／人口×100,000 

                              （H29.10.1 32,584人） 

 

計画期間 

 H30 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

滑川市自殺対策計画 

          

※国は平成 29年（2017年）度から 2026年度に設定しており、県は平成 30年（2018年）度

から 2026年度に設定しています。 

※計画期間は「年度」、自殺死亡率や自殺者数は「暦年」となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

策
定 

計画期間 ８年間 
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第２章 自殺の現状  

１ 自殺者の推移 

本市の自殺者数は、平成 23年の 13人をピークに以降は 10人未満で推移しています。ま

た、自殺死亡率については、平成 26年以降減少傾向にあり、平成 29年数値は、富山県や全

国と比較しても下回っています。 

自殺者の推移（滑川市、富山県、全国） 

（厚生労働省「人口動態統計」による） 
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２ 男女別の自殺者数の推移 

平成 20 年から平成 29 年のうち、平成 22 年と平成 25 年を除き、男性の自殺者数が女性

の自殺者数を上回っており、10 年間の総数において男性 46 人、女性 16 人と男性が女性を

30人上回っています。 

男女別自殺者数の推移 

   

（厚生労働省「人口動態統計」による） 

また、滑川市における平成 20 年から平成 29 年の自殺による死亡者の性別構成割合は、

男性が 74.1％、女性 25.9％となっており、全国（男性 70.3％、女性 29.7％）、富山県(男

性)69.9％、女性 30.1％）と比べるとやや男性の割合が高くなっています。 

自殺者の性別構成比（滑川市、富山県、全国） 

 

（厚生労働省「人口動態統計」による） 
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３ 年齢層別自殺者数の推移 

平成 21年から平成 29年において、年代別の自殺者数をみると、30歳代が 13人と最も多

く、次いで 60歳代が９人となっています。30歳代から 50歳代における自殺者数は 27人と

全体の約半数を占め、60 歳以降の高齢層においても 22 人と全体の 40％強となっている一

方、未成年者の自殺者はいません。 

 年齢層別自殺者数 

 

（警察庁「自殺統計原票データを厚生労働省自殺対策推進室で特別集計」（発見日、居住地）による） 
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４ 原因・動機別の自殺者数 

平成 21 年から平成 29 年において、年代別の自殺者数をみると本市の自殺の原因・動機

としては、健康問題や経済・生活問題、勤務問題など様々です。なお、本県では、うつ病や

その他の精神疾患、身体の病気など健康問題が占める割合が最も大きくなっています。 

 年代別原因・動機別自殺者数 

 

※遺書等の自殺を裏付ける資料により明らかに推定できる原因・動機を自殺者 1 人に

つき３つまで計上可能としているため、原因・動機別の合計と自殺者数は一致しません。 

（警察庁「自殺統計原票データを厚生労働省自殺対策推進室で特別集計」（発見日、居住地）による） 

 

富山県における年齢層別の原因・動機順位（平成 24年から平成 28年） 

 １位 ２位 

～19歳 学校問題 家庭問題 

20～29歳 健康問題 経済・生活/家庭/勤務問題 

30～39歳 健康問題 勤務問題 

40～69歳 健康問題 経済・生活問題 

70歳～ 健康問題 家庭問題 

   （富山県自殺対策計画より） 
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（参考）自殺の危機経路（ＮＰＯ法人ライフリンク「1000人実態調査」より） 

 

 

 

５ 自殺に関する統計 

 自殺に関する統計には、主に厚生労働省「人口動態統計」と警察庁の「自殺統計」の２種

類があります。  

 

 

 

 

 

 

 

・厚生労働省人口動態統計は、日本における日本人を対象とし、警察庁の自殺統計は、総人口（日本における外国

人含む）を対象としています。 

・厚生労働省人口動態統計は、居住地を基に死亡時点で計上し、警察庁の自殺統計は、居住地を基に死体発見時点

で計上しています。 

・厚生労働省人口動態統計は、自殺、他殺あるいは事故死のいずれか不明なときは自殺以外で処理しており、死亡

診断書等について作成者から自殺の旨訂正報告がない場合は、自殺に計上していません。警察庁の自殺統計は、捜

査等により自殺であると判明した時点で、自殺統計原票を作成し、計上しています。 

・「自殺死亡率」は人口 10万人当たりの自殺者数を表しています。 

・「％」は、それぞれの割合を小数第２位で四捨五入して算出しています。 
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第３章 これまでの取組みと評価  

１ アンケート調査の実施 

 平成 21年度からの富山県地域自殺対策緊急強化事業を活用し、自殺予防対策の一環とし

てアンケート調査を実施しました。 

当時、人口動態統計から、平成 13～20年の過去８年では、本市の自殺者は、男性：女性

の割合は８：２と男性が多く、特に 20～50歳代の働き世代の男性の自殺者が多いことがわ

かっていました。そこで、市内の企業に勤務する就労者を対象に調査を実施し、心の健康に

対する意識等の現状を把握することとしました。 

調査方法としては、平成 22年９月に市内の中規模以上の企業６社の従業員 570人に市民

健康センターと福祉課職員が企業を訪問し、調査票を配布・回収し、全回収票数は 501票で

回収率は 87.9％でした。 

その結果、自殺について考えたことがある人のうち、心の不調を感じても相談機関に「相

談しないと思う」と答えたのは 74.3％と多く、相談しない理由として、「抵抗がある」

（23.3％）、「自分自身で対処できると思うから」（18.6％）が挙げられました。これらを踏

まえ、事業に活用しました。 

 

２ 心の健康づくり普及啓発 

 市のヘルスプラン「第 1次なめりかわヘルスアップ 21推進計画」策定時に実施した就労

者へのアンケート調査では、健康増進意識の高揚・啓発の一環として、出前健康教室のニー

ズが多くありました。このことを受け、心の健康（ストレス）、うつ病予防対策の正しい知

識の習得を目的に平成 16 年度から７年間にわたり、計 12 事業所においてメンタルヘルス

教室を開催し、計 402人の就労者へ普及啓発を行いました。また、職場自らの健康増進の機

運向上を目的に平成 19年から３ヵ年、市内事業所の人事総務担当や衛生管理者等を対象に

ヘルスアップリーダー養成講座を開催し、メンタルヘルスの講義には市内 14事業所から 78

人の参加者がありました。その他にも心の健康をテーマにしたチラシ等を全世帯へ配布や

市内事業所（147事業所へ計３回）への配布など心の健康づくりの意識啓発に取り組みまし

た。 

 

３ 心の相談会の実施 

 これまでも市民健康センター等において、職員による心の相談を実施しており、悩みを抱

えた方の支援に取り組んでいます。 

 

４ 若年層や高齢層への自殺予防啓発 

滑川駅前で自殺予防ＰＲのぼり旗を設置し、通勤、通学中の若年層を対象に自殺や心の健

康に関するチラシを配布しており、成人式でも同様の取組みを行っています。また、小中学

校を対象にスクールカウンセラーを配置し、児童生徒の心理相談にも取り組んでいます。 

 高齢層については、地域での見守り活動を推進するため、民生委員、高齢福祉推進員、老

人クラブ等地域の協力者が連携し、日頃からの見守り活動に取り組んでいます。 
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５ ゲートキーパーの人材育成 

ゲートキーパー（※）の役割の担い手として、育児ノイローゼ等保護者の悩みや変化に気 

づきやすい保育士を対象に、適切な関わりについての研修会を実施しました。 

 

６ 専門機関の周知 

富山県心の健康センター、富山県中部厚生センターで開催される「心の健康相談会」を市

広報誌、市ホームページ等において案内しています。 

 

ゲートキーパー（※）の役割の担い手として、育児ノイローゼ等保護者の悩みや変化に気 

づきやすい保育士を対象に、適切な関わりについての研修会を実施しました。 

※『ゲートキーパー』とは……悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聞いて、必要に応じ

て関係機関につなげ、見守る人のことです。 
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第４章 自殺対策の課題  

 本市の自殺死亡率は、平成 26年度以降逓減傾向にあり、引き続きこの傾向を継続し、自

殺者数を減らしていくため、様々な取組みを総合的に進めるためにも、現状と課題を分析し、

背景や原因、対策の対象を明確にして施策を推進する必要があります。 

 

１ 事前予防  

(1)普及啓発について  

普及啓発については、自殺予防週間、自殺対策強化月間等において様々な方法で自殺予防

に関する啓発活動を実施しています。しかしながら、現在の普及啓発では、自殺に関する知

識の理解と関心を深めることが十分にできていると言える状況にはなく、今後もより一層

の普及啓発を推進する必要があります。  

 

(2)人材育成について  

自殺に関する知識の普及啓発とともに、自殺の危険性が高い人の早期発見、見守りへの対 

応を図るためには、自殺の危険性を示すサインに気づき、声をかけ、話を聞き、必要に応じ

て関係機関につなぎ、見守るゲートキーパーの役割を担う人材の養成が必要です。  

市ではこれまで、保育士を中心に、ゲートキーパー養成講座を開催してきましたが、今後 

も様々な分野を対象としたゲートキーパー養成講座を開催し、順次「ゲートキーパー」とな

って、周りの人の異変に気づいたときに適切に行動ができるよう人材を養成する必要があ

ります。  

  

(3)健康問題について  

健康維持・増進に関する事業は、様々な部署において行われていますが、本市における自

殺の原因・動機では、「健康問題」が一番多くなっていることから、今後も心と身体の健康

を総合的に支援できる体制の整備、取組みを推進する必要があります。  

 

(4)未成年期からのストレス対処法に係る教育について  

いじめの未然防止やストレス解消の対処法に係る取組みは学校等において実施されてい

ます。今後も社会において直面する可能性のある様々な困難・ストレスへの対処方法を身に

付けるための教育（ＳＯＳの出し方に関する教育）等、自殺対策に資する教育を未成年期か

ら実施する必要があります。  

 

(5)年齢層別の状況について 

年代別の自殺者数をみると 30歳代から 50歳代の自殺者数は 27人となっており、その割

合は全体の 50.9％を占めています。なかでも 30歳代は 24.5％（13人）、40歳代は 15.1％

（８人）と多く占めています。30、40 歳代は家庭や職場の両立で重要な立場におかれ、心

理的にも社会的にも不安やストレスを感じる世代と思われることから、心の健康を保つた
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めの取組みを推進するとともに、失業や経済的な問題に遭遇した時、すぐに相談ができ、問

題解決できるような相談体制の構築が必要です。  

また、同じく年代別の自殺者数をみると 60 歳代以上の高齢者の自殺者数は 22 人となっ

ており、その割合は全体の 41.5％を占めています。また、原因・動機別の自殺者数をみて

も 60歳代以上は健康問題の割合が一番高く、経済・生活問題など生活するうえでの様々な

悩みや不安が生じることが考えられ、地域における包括的な支援体制の充実が高齢世代の

自殺予防において重要なものとなります。 

 

２ 危機対応  

(1)うつ病・アルコール依存症・薬物依存症について  

自殺を図った人の多くが、様々な悩みにより心理的に追い詰められた結果、うつ病、アル

コール依存症、薬物依存症等の精神疾患を発症しています。  

この事実を踏まえ、今後は、必要な情報の提供や相談ができる体制の整備等を進める必要

があります。また、アルコール依存症、薬物依存症等については、家族会等の活動を把握し、

団体の活動を支援するとともに、連携して支援できる体制を構築する必要があります。  

 

(2)自殺未遂者への支援について  

自殺の再企図リスクが高いと判断された人へ、精神科受診勧奨・紹介や次の支援機関への

つなぎを行うため、医療機関等との情報の交換や助言等が受けられるような体制の整備を

する必要があります。  

 

(3)相談窓口機能の充実について  

各種相談事業、支援策が実施されていますが、その情報が市民に十分に認知されておらず、

相談窓口としての機能を十分に発揮できていない状況にあります。今後は、地域における相

談体制のより一層の充実と相談窓口情報等のわかりやすい発信をしていく必要があります。  

 

３ 事後対応  

遺族等への対応について  

自殺の防止とともに、大切な人を亡くし、悲しみ・苦しみを抱えている自殺者の親族等が

適切な支援を受けることができるようにすることもあわせて重要であります。そのため、必

要かつ適切な情報の提供、支援体制の充実を図る必要があります。  

 

４ その他  

地域連携の強化とネットワークづくりについて  

市内では、民生委員・児童委員などの協力のもと、地域での見守り活動が行われています

が、単独世帯や核家族世帯の増加により、地域とのつながりが希薄な世帯が増える傾向にあ

ることから、今後も地域団体等との協力のもと見守り活動等を実施し、地域ぐるみで自殺防

止の取組みを進める必要があります。  
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また、自殺の要因となる複合的な問題のうち、解決可能な問題の支援をするためにも、関

係機関、民間団体等との情報共有や一層の連携強化が必要です。今後は、各種相談支援機関

を対象に相談状況、支援状況についての情報交換を行うとともに有効なネットワークづく

りについて検討していく必要があります。  
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第５章 自殺対策の基本施策  

本市における自殺対策の課題を整理し、「自殺総合対策大綱」に準じて定める本市の自殺

対策基本施策は次のとおりです。 

   

基本施策１ 地域での実践的な取組体制の強化 

自殺の実態を把握し、地域の人材・資源、様々な分野の取組みを連携させ実践的な取組み

が展開できるような体制の強化に努めます。 

 

基本施策２ 市民一人ひとりの気づきと見守りの促進 

自殺対策が「生きることの包括的な支援」として実施されるべきという自殺対策の趣旨に

ついて、市民の理解と関心を深めます。また、自殺に対する誤った認識や偏見を取り除き、

自殺を考えている人の存在に気づき、思いに寄り添い、声をかけ、話を聞き、必要に応じて

関係機関等につなぎ、見守るという自殺対策における市民一人ひとりの役割等についての

意識が共有されるように啓発します。 

 

基本施策３ 自殺対策の推進に資する調査研究等の推進 

自殺者や遺族のプライバシーに配慮しつつ、自殺の実態・経緯を多角的に把握することに

より、地域での自殺対策の実践に活かします。 

 

基本施策４ 自殺対策に係る人材の確保、養成及び資質の向上 

自殺対策に係る人材の確保や資質の向上を図るため、ゲートキーパーの役割を広く周知

するとともに、ゲートキーパーの役割を担う人材を養成するほか、地域の人的資源と連携し

包括的な支援の体制づくりを推進します。 

 

基本施策５ 心の健康を支援する環境の整備と心の健康づくりの推進 

自殺の原因となり得るストレス要因の軽減、ストレスへの適切な対応など、心の健康の維

持・増進をはじめ、職場におけるメンタルヘルスや各種ハラスメント対策など職場環境改善

の取組みを推進します。 

 

基本施策６ 適切な精神保健医療福祉サービスの利用支援 

自殺の危険性が高い人の早期発見に努め、必要に応じて確実に精神科医療につながるよ

うに支援するとともに、その人が抱える様々な問題・課題に包括的に対応ができるよう精神

科医療、保健、福祉等の各施策の連動性を高め、適切な精神保健医療福祉サービスを利用で

きるように支援します。 
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基本施策７ 地域全体の自殺リスクの低下 

自殺のリスクを低下させるため、保健・福祉をはじめ様々な分野において、地域での相

談・支援体制の充実や相談窓口情報等をわかりやすく発信するとともに、自殺対策に資する

居場所づくり等に取り組みます。 

 

基本施策８ 自殺未遂者の再企図防止 

自殺未遂者の再企図を防ぐため、居場所づくり、医療機関等との連携体制の構築に取り組

みます。 

 

基本施策９ 遺された人への支援 

自殺により遺された親族等を支援するため、自殺対策関連に取り組む民間団体等の活動

を支援します。 

 

基本施策 10 民間団体との連携強化 

地域で自殺対策に関する活動を行っている団体等の活動を支援するとともに、連携を強

化し、各種施策を推進します。 

 

基本施策 11 子ども・若者の自殺対策の推進 

学校におけるＳＯＳの出し方に関する教育を推進するとともに、支援を必要とする若者

が漏れないよう子ども・若者の成長段階、それぞれの立場（学校や社会とのつながりの有無

等）に対応した取組みを推進します。 

 

基本施策 12 勤務問題による自殺対策の推進 

長時間労働の是正、ワーク・ライフ・バランスの確保、職場におけるメンタルヘルス対策、

各種ハラスメント防止などについて、市内の事業所等と連携し、職場環境の向上に係る取組

みを推進します。 
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第６章 施策の体系 

 

 

方針

① 関係機関等との連携とネットワークの強化

② 地域の人材・資源の把握

① 自殺予防週間と自殺対策強化月間における普及啓発活動の実施

② 児童生徒の自殺対策に資する教育の実施

③ 自殺に関する知識の普及啓発の推進

④ うつ病等についての普及啓発の推進

① 自殺対策の連携調整を担う人材の養成

② 民生委員・児童委員等への研修

③ 様々な分野でのゲートキーパーの養成

④ 家族や知人等を含めた支援者への支援

① 地域における心の健康づくり推進体制の整備

② 学校における心の健康づくり推進体制の整備

③ 職場におけるメンタルヘルス対策の推進

① 精神科医療、保健、福祉等の各施策の連動性の向上

② 子どもに対する精神保健医療福祉サービスの提供体制の整備

③ うつ病の懸念がある人の把握と相談機会の確保

④ うつ病以外の精神疾患等によるハイリスク者対策及び依存症対策の推進

① 地域における相談体制の充実と支援策、相談窓口情報等のわかりやすい発信

② 介護者への支援の充実

③ ひきこもりへの支援の充実

④ 児童虐待防止や被害者への支援の充実

⑤ 生活困窮者への支援の充実

⑥ ひとり親家庭に対する支援の充実

⑦ 妊産婦への支援の充実

⑧ 自殺対策に資する居場所づくりの推進

① 居場所づくりとの連動による支援

② 自殺未遂者等への支援

① 遺族等に対する支援

② 遺児等への支援

① いじめを苦にした子どもの自殺の予防

② 児童・生徒等への支援の充実

③ ＳＯＳの出し方に関する教育の推進

④ 子どもへの支援の充実

⑤ 若者への支援の充実

① 長時間労働の是正

② 職場におけるメンタルヘルス対策の推進

③ ハラスメント防止対策

基本施策 取組・事業

1
地域での実践的な取
組体制の強化

2
市民一人ひとりの気
づきと見守りの促進

3
自殺対策の推進に資
する調査研究等の推
進

① 自殺の実態や自殺対策の実施状況等に関する調査研究及び検証

4
自殺対策に係る人材
の確保、養成及び資
質の向上

5
心の健康を支援する
環境の整備と心の健
康づくりの推進

6
適切な精神保健医療
福祉サービスの利用
支援

7
地域全体の自殺リス
クの低下

8
自殺未遂者の再企図
防止

9 遺された人への支援

10
民間団体との連携強
化

① 民間団体等との連携強化、活動支援

11
子ども・若者の自殺
対策の推進

12
勤務問題による自殺
対策の推進

⇒

⇒

⇒

「

誰
も
自
殺
に
追
い
込
ま
れ
る
こ
と
の
な
い
滑
川
市
」

の
実
現

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒
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第７章 基本施策別事業・取組 

 

１ 地域での実践的な取組体制の強化     
 

(1) 基本方針 

滑川市自殺対策計画を策定し、計画に基づき各種施策を推進するため、地域の人材・資源 

を把握し、また、様々な分野の取組みを密接に連携させ、自殺対策を地域づくりとして実践

的に取り組む体制の強化に努めます。  

  

(2) 事業・取組  

項目 事業・取組 内容 担当課等 

①関係機関等との

連携とネットワー

クの強化  

関係機関等とのネットワー

クの構築・連携強化  

行政、関係機関、民間団

体等で構成された、自殺

対策に係る情報交換等を

するための組織を構築

し、連携を強化します。  

福祉介護課  

②地域の人材・資

源の把握  

地域の人材・資源の把握、

連携・協働した取組みの推

進  

地域の人材・資源を把握

し、活動を支援するとと

もに、連携・協働して自

殺防止への取組みを推進

します。  

福祉介護課  
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２ 市民一人ひとりの気づきと見守りの促進    
  

 (1) 基本方針 

自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こり得る危機」だが、危機に陥った人の心

情や背景が理解されにくい現実があります。このような心情や背景への理解を深めること

も含め、自殺の問題は一部の人や地域だけの問題ではなく、誰もが当事者となり得る重大な

問題であることについて、市民の理解促進を図ります。 

また、自殺に対する誤った認識や偏見を取り除くとともに、自殺対策における市民の役割

等についても理解と関心が深まるよう、広報活動、教育活動等を通じての理解促進と普及啓

発事業を展開します。  

 

(2) 事業・取組  

項目 事業・取組 内容 担当課等 

①自殺予防週間と

自殺対策強化月間

における普及啓発

活動の実施  

自殺予防週間と自殺対策強

化月間での啓発実施  

自殺予防週間（９月 10

日から 16日）において､

県、市、関係団体等と一

体となって、集中的に啓

発事業を実施します。 

福祉介護課  

自殺対策強化月間（３月）

において、県、市、関係

団体等と一体となって、

集中的に啓発事業を実施

します。 

福祉介護課 

②児童生徒の自殺

対策に資する教育

の実施  

児童生徒の自殺対策に資す

る教育（ＳＯＳの出し方に

関する教育）の推進  

授業において、様々な困

難やストレスへの対処方

法（ＳＯＳの出し方等）

について学習する機会を

設けます。  

学務課 

情報教育事業の推進 （イン

ターネットや携帯電話等の

健全な利用、ネットいじめ

の防止等）  

児童生徒を対象に、情報

モラル教育を推進しま

す。  

学務課 
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項目 事業・取組 内容 担当課等 

③自殺に関する知

識の普及啓発の推

進  

自殺に関する知識の普及啓

発  

自殺に関する知識、ゲー

トキーパーの役割、心の

悩みや病気の相談窓口情

報等について、市ホーム

ページ・市広報誌・ポス

ター・リーフレット等を

活用し、普及啓発を行い

ます。 

福祉介護課  

④うつ病等につい

ての普及啓発の推

進  

自殺やうつ病等の精神疾患

に関する知識の普及啓発  

うつ病等への対応に関す

る内容を記載した自殺防

止のリーフレット等によ

り、うつ病等に対する知

識の普及啓発を行いま

す。また、市広報誌にお

いて、自殺とうつ病等の

関連についての記事を掲

載するなど知識の普及啓

発に努めます。  

福祉介護課 

 

市民健康セ

ンター  
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３ 自殺対策の推進に資する調査研究等の推進    
  

(1) 基本方針  

自殺者や遺族のプライバシーに配慮しつつ、自殺に関する情報収集や自殺対策の推進に

資する調査研究等に取り組むとともに、その結果を自殺対策の各種事業・取組みに活かしま

す。  

 

(2) 事業・取組   

項目 事業・取組 内容 担当課等 

①自殺の実態や自

殺対策の実施状況

等に関する調査研

究及び検証  

自殺の実態把握等 

  

  

  

国・県から提供されたデ

ータ等に基づき、自殺の

実態把握を行います。ま

た、これらのデータの把

握・整理・分析により、

実態に即した各種施策の

実施等に活用します。  

福祉介護課  
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４  自殺対策に係る人材の確保、養成及び資質の向上  
 

(1) 基本方針 

自殺に関する知識を普及啓発し、「ゲートキーパー」などの役割を担う人材を育成するた

め、養成講座を幅広い分野で継続して開催し、自殺対策に係る人材の確保、養成、資質の向

上に努めます。また、民生委員・児童委員やボランティアなど、地域で自殺対策に取り組む

人・団体の活動を支援するとともに連携を深め、包括的な支援の体制づくりに取組みます。  

 

(2) 事業・取組  

項目 事業・取組 内容 担当課等 

①自殺対策の

連携調整を担

う人材の養成  

ボランティアの養成（各種養

成講座）  

高齢福祉推進員、ふれあいサ

ロン関係者、老人クラブ等各

種ボランティアを対象に養

成講座を開催し、自殺予防に

関する人材の確保や育成を

図ります。  

福祉介護課 

 

社会福祉協

議会  

②民生委員・児

童委員等への

研修  

民生委員・児童委員等におけ

るゲートキーパーの養成促

進  

ゲートキーパー養成講座を

民生委員・児童委員向けに開

催するとともに、研修機会の

拡大、内容の充実を図りま

す。  

福祉介護課 

③様々な分野

でのゲートキ

ーパーの養成  

  

人材育成（ゲートキーパー養

成講座の拡大）  

ゲートキーパーの役割を広

く周知するとともに、職員等

を対象に研修会を実施し、自

殺の危険を示すサインに気

づき、適切な対応をとること

ができる人材を養成します。  

総務課 

 

福祉介護課 

④家族や知人

等を含めた支

援者への支援 

地域の支援者への普及啓発  

 

 

 

ゲートキーパー養成講座を

民生委員・児童委員向けに開

催するとともに、研修機会の

拡大、内容の充実を図りま

す。【再掲】 

 

 

 

 

 

 

 

  

福祉介護課 
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項目 事業・取組 内容 担当課等 

④家族や知人

等を含めた支

援者への支援 

高齢者への声かけ、見守り 高齢者の方の地域での見守

り活動を推進するため、民生

委員・児童委員、高齢福祉推

進員、老人クラブ等地域の協

力者と連携し、日頃からの声

かけや見守り活動を推進し

ます。 

福祉介護課 

 

社会福祉協

議会 

認知症サポーターの養成  認知症のある方及びその家

族を地域で見守る人材を養

成するため、認知症サポータ

ー養成講座を開催します。 

地域包括支

援センター 

家族や知人等を含めた支援

者への支援  

地域包括支援センターにお

いて、職員による相談を実施

するとともに、相談機会の周

知を図ります。  

地域包括支

援センター  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



－23－ 

 

５ 心の健康を支援する環境の整備と心の健康づくりの推進 
 

(1) 基本方針  

自殺の原因となり得る様々なストレスについて、ストレス要因の軽減、ストレスへの適切

な対応などができるよう、地域・家庭・学校における心の健康づくりの支援や居場所づくり

を推進します。  

また、地域・家庭・学校での心の健康づくりの支援とあわせて、職場における心の健康づ

くりの推進と職場環境の改善を働きかけます。  

 

(2) 事業・取組   

項目 事業・取組 内容 担当課等 

①地域における心

の健康づくり推進

体制の整備  

居場所づくり、ストレス解

消、リフレッシュするため

の支援  

  

  

  

  

認知症の方の介護をして

いる家族のほか介護や認

知症に関心のある人が参

加する「オレンジカフ

ェ」、また、認知症の方が

参加する「オレンジハウ

ス」などを開催し、高齢

者の居場所づくり、スト

レス解消、リフレッシュ

の場を提供します。  

福祉介護課 

 

包括支援セ

ンター  

子育て支援センター、児

童館、子ども図書館にお

いて、親子が気軽に集え

る場を提供するととも

に、子育ての悩み等の相

談に対応します。また、

各種教室を開催し、親子

の交流を図ります。 

生涯学習課 

 

子ども課 

高齢者等の生きがいづく

り、健康づくり、社会参

加、閉じこもり防止を目

的に公民館等で開催する

「ふれあいサロン」や社

会的孤立の解消を図り、

介護予防につなげる「悠

友サロン」の活動を支援

します。 

 

福祉介護課  
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項目 事業・取組 内容 担当課等 

①地域における心

の健康づくり推進

体制の整備 

地域・家庭・職場における健

康づくりの推進 

個別の各種健康相談、家

庭訪問、がん検診等を実

施し、家庭や地域におけ

る健康づくりを支援しま

す。  

市民健康セ

ンター  

高齢者の健康づくり、介護

予防の推進 

様々な悩みを抱えた高齢

者の話し相手になる民生

委員、高齢福祉推進員、

老人クラブ等を支援し、

高齢者への声かけ、見守

り活動を推進します。  

福祉介護課 

 

社会福祉協

議会  

認知症の早期発見、早期

対応に努め、認知症とな

っても住み慣れた地域で

暮らし続けることができ

るよう支援体制を整備し

ます。  

地域包括支

援センター 

人材育成（ゲートキーパー

養成講座の拡大）  

ゲートキーパーの役割を

広く周知するとともに、

職員等を対象に研修会を

実施し、自殺の危険を示

すサインに気づき、適切

な対応をとることができ

る人材を養成します。 

【再掲】 

総務課 

 

福祉介護課 

 

②学校における心

の健康づくり推進

体制の整備 

学校における心の健康づく

り推進体制の整備  

  

教職員や学校医で学校保

健委員会を設置し、心身

の健康に関する課題の研

究協議を行います。 

学務課 

養育環境が不十分な児童

生徒に対し、緊急ケース

会議を必要に応じて開催

し、学校、教育センター、

児童相談所等の関係機関

との連携強化を図り、適

切に対応します。  

 

学務課 
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項目 事業・取組 内容 担当課等 

③職場におけるメ

ンタルヘルス対策

の推進  

様々なハラスメントに関す

る普及啓発  

市ホームページ等におい

て、各種ハラスメントに

関する情報を提供し、理

解促進・普及啓発を行い

ます。  

福祉介護課 

職場におけるメンタルサポ

ート  

通常の勤務時間内で仕事

を終えられるように効率

化を図り、長時間労働の

是正に向けた取組みを行

います。また、メンタル

ヘルスチェックの実施な

ど職場内におけるメンタ

ルヘルス対策を推進しま

す。 

事業所 
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６ 適切な精神保健医療福祉サービスの利用支援    
 

(1) 基本方針  

自殺の危険性が高い人の早期発見に努め、必要に応じて精神科医療につなぐ取組みを推

進します。また、その人が抱える悩み、様々な問題・課題に対応できるよう、精神科医療、

保健、福祉等の各施策の連動性を高め、誰もが適切な精神保健医療福祉サービスを利用でき

るよう支援します。  

  

(2) 事業・取組  

項目  事業・取組  内容  担当課等 

①精神科医療、保

健、福祉等の各施

策の連動性の向上  

精神保健医療福祉サービス

の提供体制の整備  

医療、保健、福祉等の支

援が必要な人に対し、関

連のある施策等を案内

し、適切な精神保健医療

福祉サービスが利用でき

るように支援します。  

福祉介護課 

②子どもに対する

精神保健医療福祉

サービスの提供体

制の整備  

子どもに対する精神保健医

療福祉サービスの提供体制

の整備  

乳幼児健診時に発達障害

が疑われる児とその保護

者に対し、児の発達確認

や関わり方の助言・相談

を行います。また、療育

に関わる関係機関と連携

を図り、適切に対応しま

す。  

福祉介護課 

 

市民健康セ

ンター 

③うつ病の懸念が

ある人の把握と相

談機会の確保  

  

 

 

 

 

産婦健康診査の実施 全ての産婦に対し、産後

２週間と１か月の２回、

エジンバラ産後うつ病質

問票を含む産婦健康診査

を実施し、必要に応じた

支援を行います。  

市民健康セ

ンター 

精神保健福祉相談 精神疾患を有する（また

は疑いのある）本人や家

族等からの相談に応じ、

面接や訪問を実施しま

す。また、必要に応じて

県厚生センターや医療機

関と連携・対応します。 

 

 

 

福祉介護課 
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項目  事業・取組  内容  担当課等 

③うつ病の懸念が

ある人の把握と相

談機会の確保  

 

健康相談  市民健康センターにおい

て、職員による相談を実

施するとともに、必要に

応じて県厚生センターや

医療機関と連携・対応し

ます。 

市民健康セ

ンター 

④うつ病以外の精

神疾患等によるハ

イリスク者対策及

び依存症対策の推

進 

アルコール、薬物に関する

正しい知識の普及啓発 

市広報誌に適正飲酒につ

いて掲載するとともに、

アルコールや薬物問題に

ついて啓発を行います。  

福祉介護課  

アルコール依存症、薬物依

存症等に関する相談 

地域の支援団体等と連

携・協働し、アルコール

依存症や薬物依存症等に

関する問題を抱える方、

またはその家族等への相

談事業を実施します。 

 

福祉介護課 

健康相談  市民健康センターにおい

て、職員による相談を実

施するとともに、必要に

応じて県厚生センターや

医療機関と連携・対応し

ます。【再掲】  

福祉介護課 

 

市民健康セ

ンター  
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７ 地域全体の自殺リスクの低下 
 

(1) 基本方針 

自殺のリスクを低下させるため、保健・福祉をはじめ様々な分野において、地域での支援・

相談体制の充実や相談窓口情報等のわかりやすい発信をするとともに、自殺対策に資する

居場所づくりなどに取組みます。 

  

(2) 事業・取組  

項目  事業・取組  内容  担当課等 

①地域におけ

る相談体制の

充実と支援策、

相談窓口情報

等のわかりや

すい発信 

 

心の悩みや病気に関する

相談窓口の充実・相談窓口

情報のわかりやすい周知  

市民健康センターにおいて、職

員による相談を実施するとと

もに、相談機会の周知を図りま

す。  

市民健康セ

ンター  

自殺に関する知識、ゲートキー

パーの役割、心の悩みや病気の

相談窓口情報等について、市ホ

ームページ・市広報誌・ポスタ

ー・リーフレット等を活用し、

普及啓発を行います。【再掲】  

福祉介護課  

県担当課と連携し、県高齢者総

合相談センターにおいて、高齢

者等が抱える福祉、保健、医療

等にかかる各種の心配ごと、悩

みごと等の相談に電話で応じ

ます。 

県 

 

福祉介護課 

障がい者に関する相談・支

援（身体・知的・精神障害 

（児）者相談事業）  

障がい者の有する能力及び適

性に応じ、自立した日常生活ま

たは社会生活を営むことがで

きるよう、また、その環境や状

況に応じて本人の選択に基づ

き適切なサービスが総合的・効

果的に提供されるよう相談を

実施します。  

福祉介護課  

親なき後の問題に対処するた

め、関係機関と連携し、成年後

見制度等の活用の周知を図り

ます。 
福祉介護課 
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項目  事業・取組  内容  担当課等 

①地域におけ

る相談体制の

充実と支援策、

相談窓口情報

等のわかりや

すい発信 

 

心配ごと相談、法律相談  民生委員・児童委員、主任児童

委員による心配ごと相談、弁護

士による法律相談を開催する

とともに、相談の周知を図りま

す。 

福祉介護課 

 

社会福祉協

議会  

権利擁護事業  高齢者の虐待防止や虐待の早

期発見のためのネットワーク

を構築し、成年後見制度を始

め、権利擁護のための情報提供

や相談等を行います。 

地域包括支

援センター 

子育て世代包括支援セン

ター（妊娠・出産・子育て

切れ目ない支援事業）  

妊産婦や母子の保健・育児に関

する相談への対応、個々に応じ

た支援プランの策定などによ

り、妊娠期から子育て期の支援

体制を充実します。また、妊娠

期から子育て期にわたる様々

なニーズに対する総合的な相

談支援を行います。 

市民健康セ

ンター 

 

子ども課 

家庭児童相談員の配置  家庭児童相談員を配置し、家庭

における児童の福祉に関する

相談を行います。  

子ども課 

母子家庭等相談・母子家庭

等就業相談（母子・父子自

立支援員の配置）  

母子・父子自立支援員を配置

し、生活の安定や子育ての相

談、就業に関する相談等を実施

し、母子・父子家庭や寡婦の方

が自立できるよう総合的に支

援します。  

子ども課 

高齢者・障がい者権利援護

支援委員会によるＤＶ被

害者支援体制の充実  

高齢者・障がい者権利援護支援

委員会において、ＤＶに関する

様々な取組みについて情報を

共有し、対応します。 

福祉介護課 

 

地域包括支

援センター 

ＤＶ相談 母子・父子自立支援員が、ＤＶ

相談に対応し、被害者を支援し

ます。 子ども課 
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項目  事業・取組  内容  担当課等 

①地域におけ

る相談体制の

充実と支援策、

相談窓口情報

等のわかりや

すい発信 

 

消費者生活相談  市民が消費生活被害に遭わな

いよう、また、遭った場合の対

応や支援を相談できる環境を

整備し、健全で快適な消費生活

を促進します。 

生活環境課  

日常生活自立支援事業  日常生活に不安を抱えている

症高齢者、知的障がい者、精神

障がい者等で、自分ひとりで判

断することが困難な方に対し、

日常的金銭管理サービス等を

行い、地域での自立した生活を

支援します。 

社会福祉協

議会  

②介護者への

支援の充実  

介護者への支援、地域包括

支援センターでの相談  

地域包括支援センターにおい

て、相談窓口を開設し、介護者

への身近な相談場所として活

用を促進します。 

地域包括支

援センター 

 オレンジカフェ等を開催し、

介護者からの情報交換や相談

を行います。 

福祉介護課 

 

地域包括支

援センター  

③ひきこもり

への支援の充

実  

 

 

子ども・若者の相談体制の

構築  

県心の健康センターと連携し、

大学生等を対象としたストレ

ス対処の方法やメンタルヘル

スに関する講義の実施を推進

します。  

県 

 

福祉介護課 

支援関係機関との相談体

制の構築 

県ひきこもり地域センターや

県東部生活自立支援センター

その他様々なノウハウを持つ

民間団体（家族会等）と連携し、

本人や家族への相談支援を行

います。 

県 

 

福祉介護課 

居場所づくり、ストレス解

消、リフレッシュするため

の支援  

高齢者等の生きがいづくり、健

康づくり、社会参加、閉じこも

り防止を目的に開催する「ふれ

あいサロン」や社会的孤立の解

消を図り、介護予防につなげる

「悠友サロン」の活動を支援し

ます。【再掲】  

福祉介護課 
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項目  事業・取組  内容  担当課等 

④児童虐待防

止や被害者へ

の支援の充実 

児童虐待防止に向けた啓

発 

「児童虐待防止推進月間」を周

知するため、リーフレットを配

布するなどし、普及啓発に努め

ます。 

子ども課 

児童虐待の発生予防  乳幼児健診未受診者のフォロ

ーを通し、児童虐待の発生予防

を図ります。  

市民健康セ

ンター 

虐待等に関する相談・通報 虐待の相談や通報に対しては、

関係機関と連携を図り、適切に

対応します。 

学務課 

 

子ども課 

要保護児童対策地域協議

会の設置 

要保護児童対策地域協議会代

表者会議、実務者会議、個別ケ

ース検討会議を開催し、様々な

事例に対して情報を共有し、対

応を協議します。 

福祉介護課 

市民健康セ

ンター 

子ども課 

虐待に関する知識の普及

啓発、虐待通報周知  

虐待に関する啓発や通報先の

周知を市ホームページや市広

報誌に掲載します。 

福祉介護課 

 

子ども課 

⑤生活困窮者

への支援の充

実 

ひとり親等生活困窮者へ

の支援 

子育てと生計の維持を一人で

担う女性等のため、再就職先等

の情報提供を行います。 

福祉介護課 

生活困窮者自立支援事業 

(生活困窮者住居確保給付

金）  

生活に困窮している方のうち、

離職等されている方へ、国の定

める基準に基づき生活困窮者

住居確保給付金を支給します。 

福祉介護課 

生活困窮者自立支援事業 

(生活困窮者自立相談支援

事業）  

生活に困窮している方からの

就労その他自立の相談に応じ、

必要な情報の提供及び助言を

行います。 

福祉介護課 

生活困窮者自立支援事業 

(生活困窮者自立相談支援

事業） 

生活に困窮している方に対し、

認定生活困窮者就労訓練事業

の利用について斡旋や支援計

画の作成その他生活困窮者の

自立の促進を図るための支援

を行います。 

 

 

福祉介護課 
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項目  事業・取組  内容  担当課等 

⑤生活困窮者

への支援の充

実 

生活保護制度  生活に困窮している方に対し、

生活保護法による保護を実施

し、適切な対応に努めます。  

福祉介護課  

生活福祉資金の貸付け 生活の不安定な世帯に対して、

緊急・一時的な資金を必要とし

た時に生活福祉資金を貸し付

けることにより、これらの世帯

の経済的自立を助長し、生活の

安定促進を図ります。 

社会福祉協

議会  

緊急小口資金の貸付け  緊急かつ一時的に生計の維持

が困難となった場合に小口資

金の貸付けを行います。 

社会福祉協

議会  

⑥ひとり親家

庭に対する支

援の充実 

母子・父子家庭医療費助成  18 歳以下の児童を扶養してい

る母子・父子家庭の方、または

父母のない児童の保険診療に

よる入・通院医療費自己負担額

を助成します。  

子ども課 

ひとり親家庭の相談窓口  ひとり親家庭の保護者を対象

に、母子・父子自立支援員が自

立に必要な情報提供及び指導、

職業の能力の向上、求職活動の

支援等を行います。 

子ども課 

遺児支援 児童扶養手当及び遺児福祉年

金により、ひとり親家庭を支援

します。 
子ども課 

ひとり親家庭の子どもの

生活・学習支援 

 

ひとり親家庭を対象に、学習及

び進学意欲の向上を図るため、

学習支援や生活習慣等の支援

を行います。 

子ども課 

⑦妊産婦への

支援の充実  

妊産婦への支援の充実  

  

妊娠届出時にうつの既往歴等

アンケートを行い、保健師等に

よる面接を実施し、妊娠・出産・

子育て期の切れ目のない支援

を行います。  

 

 

 

市民健康セ

ンター 
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項目  事業・取組  内容  担当課等 

⑦妊産婦への

支援の充実  

妊産婦への支援の充実  

  

妊娠届出時等に把握した特定

妊婦（出産後の子の養育につい

て出産前に支援を行うことが

特に必要と認められる妊婦）等

に対し、支援検討会を実施し、

支援計画に基づく支援を行い

ます。  

市民健康セ

ンター 

 

子ども課 

医療機関等からの情報提供等

により、精神疾患の既往症があ

る、不安が強いと思われる妊産

婦等を把握し、早期からの支援

を行います。  

医療機関 

 

市民健康セ

ンター 

新生児訪問等において、子育て

に関する必要な情報の提供に

努めます。  

市民健康セ

ンター 

⑧自殺対策に

資する居場所

づくりの推進 

居場所づくり、ストレス解

消、リフレッシュするため

の支援  

子育て世代、高齢者等を対象と

した、趣味・教養・健康づくり

等の各種講座・教室の開催、公

民館の貸出し等を行うことに

より、交流の場を提供し、スト

レス解消、リフレッシュのため

の支援を行います。 

福祉介護課 

 

地域包括支

援センター 
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８ 自殺未遂者の再企図防止 

  

(1) 基本方針 

自殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐため、地域での多様な居場所づくりやストレス解消・

リフレッシュのための支援を推進するとともに、関係機関等との連携体制を整えます。  

 

(2) 事業・取組 

項目 事業・取組 内容 担当課等 

①居場所づく

りとの連動に

よる支援  

居場所づくり、ストレ

ス解消、リフレッシュ

するための支援   

子育て世代、高齢者等を対象とし

た、趣味・教養・健康づくり等の各

種講座・教室の開催、公民館の貸出

し等を行うことにより、交流の場

を提供し、ストレス解消、リフレッ

シュのための支援を行います。 

【再掲】  

福祉介護課 

 

地域包括支

援センター 

 

②自殺未遂者

等への支援  

自殺未遂者等への支援   自殺未遂者の再度の自殺企図を防

ぐため、保健師等による自殺未遂

者及びその家族等に対する相談体

制を充実するとともに、医療機関

等との連携体制を整備します。  

医療機関 

 

福祉介護課  
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９ 遺された人への支援    
  
(1) 基本方針  

自殺防止を図るとともに、自殺により遺された人への支援の充実を図ることが重要です。

自殺により遺された親族等を支援するため、必要な支援情報の提供、民間団体等の活動を支

援します。  

 

 (2) 事業・取組  

項目  事業・取組  内容  担当課等 

①遺族等に対する

支援  

相談等を行っている民間団

体等との連携強化、活動支

援  

地域で自殺対策関連事業

に取り組む団体等の活動

支援を行います。  

福祉介護課  

②遺児等への支援  母子・父子家庭医療費助成  18 歳以下の児童を扶養

している母子・父子家庭

の方、または父母のない

児童の保険診療による、

入・通院医療費自己負担

額を助成します。【再掲】  

子ども課 

遺児支援  児童扶養手当及び遺児福

祉年金により、ひとり親

家庭を支援します。 

【再掲】  

子ども課 
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10 民間団体との連携強化    
  

(1) 基本方針  

 地域の自殺対策において、民間団体が大きな役割を担っていることを踏まえ、民間団体の

活動を支援しながら、連携・協働して取組みを推進します。  

 

(2) 事業・取組  

項目  事業・取組  内容  担当課等 

①民間団体等との

連携強化、活動支援  

相談等を行っている民間団

体等との連携強化、活動支

援等  

地域で自殺対策関連事業

に取り組む民間団体等の

活動を支援します。 

【再掲】   

福祉介護課  

地域の支援団体等と連

携・協働し、アルコール

依存症や薬物依存症等に

関する問題を抱える方、

また、その家族等への相

談事業等を実施します。 

【再掲】 

福祉介護課  
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11 子ども・若者の自殺対策の推進    
  

(1) 基本方針 

厚生労働省「人口動態統計」によれば、若年層の死因に占める自殺の割合は高い状況にな

っており、若年層の自殺対策を推進する必要があります。そのため、学校におけるＳＯＳの

出し方に関する教育を推進するとともに、支援を必要とする若者が漏れないようライフス

テージ（学校の各段階）や立場（学校や社会とのつながりの有無等）に応じた、また、それ

ぞれの置かれている状況に応じた支援や自殺対策に資する教育を推進します。 

 

 (2) 事業・取組 

項目 事業・取組 内容 担当課等 

①いじめを苦にし

た子どもの自殺の

予防 

児童相談所全国共通ダイヤ

ル「189（いちはやく）」の周

知  

ポスター掲示やチラシ配

布による街頭啓発を通し

て、児童相談所全国共通

ダイヤルの周知を図りま

す。  

学務課 

 

子ども課 

いじめ・不登校対策協議会

の推進  

いじめ・不登校児童生徒

の対応方法や指導につい

て、情報交換、関係機関

との連携を図ります。  

学務課 

いじめに関するアンケート

の実施  

各学校において、自身が

いじめの被害に遭ってい

るか、周囲でいじめが起

きているかについてのア

ンケートを実施します。  

学務課 

いじめ防止対策委員会  「いじめ不登校対策委員

会」を各学校に設置し、

アンケート等を基に、協

議・研究を行います。  

学務課 

いじめ問題対策連絡協議会  関係機関（学校、警察、

教育委員会）が連携し、

いじめの防止・早期発見・

対策について協議しま

す。  

県 

 

学務課 

②児童・生徒等へ

の支援の充実 

スクールカウンセラー等の

配置、子どもの支援充実 

各学校にスクールカウン

セラーを配置し、児童生

徒の心理相談を行いま

す。 

 

学務課 
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項目 事業・取組 内容 担当課等 

②児童・生徒等へ

の支援の充実 

児童生徒等の相談体制の構

築  

学校毎に保健室前等への

相談ポストの設置や教育

相談期間を設定し、保護

者を含め児童生徒が担任

や養護教諭と気軽に相談

できる体制を構築しま

す。また、連続で欠席し

た児童生徒に対し家庭訪

問し、状況確認等を行い、

適切に対応します。 

学務課 

③ＳＯＳの出し方

に関する教育の推

進  

児童生徒の自殺対策に資す

る教育（ＳＯＳの出し方に

関する教育） の推進  

授業において、様々な困

難やストレスへの対処

方法（ＳＯＳの出し方

等）について学習する機

会を設けます。【再掲】  

学務課 

④子どもへの支援

の充実  

スクールカウンセラー等の

配置、子どもの支援充実   

各学校にスクールカウン

セラーを配置し、児童生

徒の心理相談を行いま

す。【再掲】 

学務課 

児童生徒の心の状態把握  生徒指導部会や生活指導

部会において、児童生徒

の情報を交換・共有し、

児童生徒の心の状態の把

握に努めます。また、始

業式の登校状況を把握

し、保護者と連携を図り

異変等の早期発見に努め

ます。  

学務課 

⑤若者への支援の

充実  

子ども・若者の相談体制の

構築  

県心の健康センターと連

携し、大学生等を対象と

したストレス対処の方法

やメンタルヘルスに関す

る講義の実施を推進しま

す。【再掲】  

福祉介護課  
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12 勤務問題による自殺対策の推進    
 

(1) 基本方針 

仕事と生活を調和させ、誰もがやりがいや充実感を感じながら健康で働き続けることの

できる社会を実現するため、「過労死等の防止のための対策に関する大綱」に基づき、長時

間労働の是正、ワーク・ライフ・バランスの確保、職場のメンタルヘルス対策の普及啓発、

相談体制の整備・充実を推進します。また、職場における各種ハラスメントの防止・解決の

ための周知啓発を推進します。  

  

(2) 事業・取組  

項目 事業・取組 内容 担当課等 

①長時間労働の是  

正  

ワーク・ライフ・バランス

の必要性に関する情報提

供・普及啓発  

ワーク・ライフ・バランス

の必要性に関する情報を市

ホームページ等において周

知します。  

福祉介護課  

長時間労働の是正  通常の勤務時間内で仕事が

終えられるように効率化を

図り、長時間労働の是正に

向けた取組みを行います。  

事業所 

②職場におけるメ

ンタルヘルス対策

の推進  

心の健康出前講座の実施 県心の健康センターと連携

し、職場におけるメンタル

ヘルス対策を充実させるた

め事業所からの依頼を受

け、心に関する講座やスト

レスチェックの結果も踏ま

えた助言等を職場に出向い

て実施します。 

県 

 

事業所 

職場におけるメンタルヘル

ス対策   

メンタルヘルスチェックの

実施など職場内におけるメ

ンタルヘルス対策を推進し

ます。 

事業所  

経営者等との連携 県担当課と連携し、企業の

経営者や人事労務担当者等

を対象として、若手を含め

た従業員の自殺予防やメン

タルヘルスに関する知識を

深めるためのセミナー等を

開催します。 

 

県 

 

福祉介護課 
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項目 事業・取組 内容 担当課等 

②職場におけるメ

ンタルヘルス対策

の推進 

産業医や関係機関との連携 産業医、地域産業保健セン

ター及び県厚生センター等

と連携し、従業員の体調面

等の不調を見逃さない体制

づくりを推進します。 

地域産業保

健センター 

 

県 

 

事業所 

③ハラスメント

防止対策  

様々なハラスメントに関す

る普及啓発  

市ホームページ等におい

て、各種ハラスメントに関

する情報を提供し、理解促

進・普及啓発を行います。

【再掲】  

福祉介護課 
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第８章 自殺対策の推進体制  

本計画は、滑川市総合計画を上位計画とし、関係する各種計画との整合を図りながら推進

するものとし、全庁的な計画策定体制とするため、関係部署と計画内容の協議・検討を行い

ました。計画策定後は、計画を着実に推進するため自殺対策推進協議会で進行管理を行い、

必要な事項を協議し、仕組み等の改善と充実を図り、より地域の実情に応じた制度へと進化

させていくものとします。 
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資料１ 

滑川市自殺対策推進協議会設置要綱 

平成 30年９月 20日 

滑川市告示第 83 号 

 

（設置） 

第１条 自殺対策基本法（平成18年法律第85号）第13条第２項の規定に基づき、

関係機関及び団体等が連携し、総合的かつ効果的な自殺対策の推進を図るた

め、滑川市自殺対策推進協議会（以下「協議会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 協議会は、次の各号に掲げる事項を協議する。 

(1) 自殺対策に係る計画の策定に関すること。 

(2) 自殺対策の取組の成果の検証に関すること。 

(3) その他自殺対策の推進に必要な事項に関すること。 

（組織） 

第３条 協議会は、10人以内の委員で組織する。 

２ 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

 (1) 保健・医療・福祉関係者 

(2) 事業所及び関係諸団体の代表者等 

(3) 行政機関の職員 

(4) 前３号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者 

３ 協議会は、専門の事項を協議するため、部会を置くことができる。 

 （任期） 

第４条 委員の任期は、３年以内とし、再任を妨げない。 

２ 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第５条 協議会に会長を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。 

３ 協議会に副会長を置き、委員のうちから会長が指名する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務

を代理する。 

（会議） 

第６条 協議会の会議は会長が招集し、その会議の議長となる。ただし、最初に

行われる会議に限り市長が召集する。 

２ 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 会長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見

を聴取することができる。 
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（庶務） 

第７条 協議会に係る事務は、産業民生部福祉介護課において処理する。 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長

が協議会に諮って定める。 

 

   附 則 

  この要綱は、公布の日から施行する。 
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資料２ 

 

滑川市自殺対策推進協議会委員名簿 

 

任期 平成 30年 11月９日から平成 33年３月 31日 

構成 所属 氏名（敬称略） 備考 

福祉関係 

悠友クラブ滑川 柿澤 清喜 会長 

滑川市社会福祉協議会 斎木 秀則  

滑川市民生委員児童委員協議会 友田 幸雄 職務代理者 

保健・医療関係 

富山県厚生農業協同組合連合会 

滑川病院 地域医療連携室 
髙木 正樹  

富山県中部厚生センター 土肥 裕美子  

事業所・関係諸団体 

滑川工場倶楽部 上田 登志之  

日本労働組合総連合会 

富山県連合会 新川地域協議会 
浦島 成友  

行政機関 

富山県滑川警察署 谷川 朋宏  

滑川市教育センター 宮島 和生  
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資料３ 

 

滑川市自殺対策計画の策定経過 

 

 

 

 

（策定過程を挿入） 

 


